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要旨：2016年に発生した熊本地震は，DPAT（災害派遣精神医療チーム）に対する全国的な実働
派遣要請がはじめて実施され，日本の災害支援における精神科医療の体制を検討する契機と
なった。一方，災害時の精神保健・心理社会的支援（Mental Health and Psychosocial Support：
MHPSS）活動では，「誰（Who）」が「どこ（Where）」で，「いつ（When）」「何（What）」をしてい
るのか（4Ws）という全体像が見えにくく，支援団体が他機関と連携をする際，困難に直面する
ことがある。そこで本研究では，機関間常設委員会（Inter-Agency Standing Committee：IASC）の
4Wsツールを用いて，熊本地震におけるMHPSS活動の整理を行った。論文および活動報告の検
索には，2通りの方法を採用した。まず，医中誌を用いて学会等単位で実施された支援活動に
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関する学術論文および報告書を検索した結果466件がヒットし，選定後，23件が対象となった。
次に，特定非営利活動団体ジャパン・プラットフォームがインターネット上で公表している熊
本地震の「出動NGO」一覧をもとに各支援団体のインターネット上で閲覧可能な報告書を確認
し，選定を行った結果，11件が対象となった。以上の手続きにおいて，情報が不十分な場合には，
支援団体に直接連絡をとり，情報提供を依頼し，最終的には38件の学術論文および報告書，活
動団体としては34件が対象となった。整理の結果，熊本地震では，地震発生後6カ月頃から被
災地域外からの支援団体および機関によるMHPSS活動が減少していくことが明らかとなった。
また，「避難所運営支援」や「炊き出し支援」といった基本的なサービスに分類される活動が最
も多く，それは震災から1年以上が経過した時点でも一部の活動は継続して行われていること
が示された。

1　問題と目的
　災害発生時には，さまざまな団体や機関が被災地に出向き，支援活動を行う。活動団体は多
様で，さらに支援内容も多岐にわたる。そのため，「誰（Who）」が「どこ（Where）」で，「いつ（When）」
「何（What）」をしているのか（4Ws）という全体像が見えにくく，支援団体が他機関と連携をす
る際，困難に直面することがある。
　このような問題を受け，精神保健・心理社会的支援（Mental Health and Psychosocial Support：
MHPSS）に関わる機関間常設委員会（Inter-Agency Standing Committee：IASC）の参照グループは，
緊急時に実施されるMHPSS活動を整理するための4Wsツールを開発した。IASCは，世界児童
基金（United Nations Children’ s Fund：UNICEF）や世界保健機関（World Health Organization：
WHO），世界銀行（World Bank：WB）などの人道支援関連機関が常設している「人道政策にお
ける組織横断的な事項の協議」や「人道支援政策における機関間の任務の調整」等を行う組織
である（外務省，2015）。IASCが作成した4Wsツールは，誰がMHPSS活動を実施し，どこでそ
の活動は行われ，どの時期に実施されたのかを記録することを目的としたもので（O’ Connell, 

Poudyal, Streel, Bahgat, Tol & Ventevogel，2012），これらを明らかにすることで，支援活動の全体
像を包括的に概観することが可能となり，活動の調整や支援団体間の連携，協働の際に活用す
ることができる。2009年にヨルダンの支援活動ではじめて活用されて以降，ネパールやハイチ
の支援活動においても利用された。ハイチ地震における報告書は，MHPSS活動のあるべき姿
と実際の活動間のギャップを明らにしただけでなく，報告書を通じて，各団体および機関の活
動内容や支援者の連絡先等が示されたことが高く評価されている（IASC Reference Group for 

Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings，2012）。このように4Wsツールを用
いて整理を行うことによって，支援の見直しが可能となることから，次の災害に備えるために
有益な情報を与えることが期待できる（O’ Connell et al., 2012）。

1.1　日本におけるMHPSS活動の体制
　日本では，1995年に起きた阪神淡路大震災で「こころのケア」の重要性が注目され，さまざ
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まな研究活動と共に緊急時の「こころのケア」活動の整備が行われてきた。しかしながら，
2011年の東日本大震災という未曾有の災害に見舞われた際，緊急時におけるMHPSS活動の課
題が明らかになった。渡（2016）によれば，当時は心のケアチームを定義する公的な指標が存在
せず，さらに指揮する立場を担う機関も不在であったことから，組織間の連携に問題が生じた
だけでなく，現地を混乱させることもあった。このような事態に伴い，厚生労働省は2013年に
災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric Assistance Team：DPAT）を組織し，MHPSS活動の
見直し・改変をはかった。
　DPATの発足以降，各都道府県には保健医療チームのコーディネーターが配備され，体制の整
備がすすめられた。その後，2014年の広島豪雨と御岳山噴火，2015年の関東・東北豪雨で実働
が行われた。2016年に発生した熊本地震は，DPATにとって4回目の実働であったが，全国の
DPATに対する派遣要請は組織されてからはじめての活動であり，日本の災害支援における精
神科医療の体制を検討する契機となった。

1.2　「危機状況における精神保健・心理社会的支援に関するIASCガイドライン」
　2007年に IASCから「危機状況における精神保健・心理社会的支援に関する IASCガイドライ
ン」が発表された。これは，緊急時に支援活動を行う様々な団体や機関の動きの連携と調整が
必要だという見解から「支援を実施する側」に向けて作成されたガイドラインであり，被災者
のニーズを階層的に整理して，「①基本的サービスおよび安全」，「②コミュニティおよび家庭の
支援」，「③特化した非専門的サービス」，「④専門的サービス」という4層のピラミッドで表して
いる。IASC（2007）によれば，第1層である「①基本的サービスおよび安全」は，食料，水，基本
的な保健ケア，感染症への対応等を含む，基本的な身体的ニーズにこたえるためのサービスで
ある。第2層の「②コミュニティおよび家庭の支援」は，第1層よりも少数の人々に対する対応
であり，社会ネットワークの活性化や地域の伝統的なサポートシステム，そして子どものニー
ズに合わせた安全な場所を提供する活動などが含まれる。第3層の「③特化した非専門的サー
ビス」は，医師による基本的な精神保健ケア，コミュニティ・ワーカーによる基本的なこころ
のケアなどのプライマリ・ヘルスケアのことを指す。第4層は「④専門的サービス」であり，精
神科医や心理士といった精神保健の専門家によるメンタルヘルスケアがここに該当する。

1.3　本研究の目的
　本研究では，日本におけるMHPSS活動を検討する契機となった熊本地震を取り上げ，熊本地
震でのMHPSS活動を IASCの4Wsツールをもとに整理を行う。このような整理をすることで，
今後の災害支援活動における役割分担や連携の円滑化を促すための一助となることを目的とし
ている。
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2　方法
2.1　対象とする論文および報告書の選定基準
　本研究では，熊本地震におけるMHPSS活動を整理するため，熊本地震の支援活動に関する学
術論文や報告書から情報を収集した。検索および選定方法は，以下の2通りである。
まず情報検索ツールである医中誌を用い，学会等単位で実施されている支援活動に関する学術
論文および報告書の検索を行った。2018年7月に「熊本」「災害」「地震」「支援」をキーワード
として検索し，その結果，466件がヒットした。次に，この466件の論文の抄録を確認し，論文
内で，熊本地震でのMHPSS活動に関する報告が行われている論文を抽出した。抽出された論文
のうち，本文上で支援活動の詳細が明らかになっていないものは，活動団体や機関の公式ホー
ムページや，インターネット上で閲覧可能な報告書に記載されている内容を確認し，情報を収
集した。その結果，23件が対象となった。
　さらに，国際NGO等が実施した支援活動に関する情報を収集するため，国際協力NGOジャ
パン・プラットフォームがインターネット上で公表している熊本地震の「出動NGO」の一覧を
もとに，各支援団体の報告書の確認を行なった。MHPSS活動に該当する支援についての情報は，
公式ホームページやインターネット上で閲覧可能な報告書から集めた。その結果，11件が対象
となった。
　以上の手続きにおいて，活動内容に関する記載が不十分な場合は，より正確な情報を収集す
るため，支援団体に電話あるいはメールで直接連絡をとり，情報提供を依頼した。情報収集に
あたり，1つの活動に対して複数の情報源を使用するケースがあったため，最終的に，本研究
で対象とする学術論文および報告書の件数は38件，活動団体としては34件となった。以上の選
定は，臨床心理学を専門とする教員の指導の下で，臨床心理学専攻の大学院生2名が実施した。

2.2　MHPSS活動の整理方法
2.2.1　4Wsツール
　4Wsツールは，MHPSS活動を実施する関係者，そしてその活動を調整する役割を担う立場
にいる団体や機関に活用されることを想定し，作成されたツールである。2012年に IASCが開
発した「精神保健・心理社会的支援において誰が，どこで，いつ，何をしているのか（4Ws）活
動コードマニュアル」は，支援活動を11の分野に整理し，4Wsツールを用いた情報収集の方法
を詳細に記述している。現在，4Wsツールのガイドラインの日本語翻訳版は発刊準備中となっ
ており，表1に示している本研究で使用した「MHPSSの活動コードとサブコード」は，日本語
翻訳の過程で，日本の文化に馴染まない部分については削除している。

2.2.2　手続き
　はじめに，臨床心理学専攻の大学院生2名が対象となった学術論文および報告書で得られた
情報からマッピングに必要な項目を抽出した。抽出した項目は以下の（1）～（12）である。
（1）活動クラスター，（2）組織カテゴリー，（3）組織名，（4）協働した組織名，（5）活動内容，（6）



表1　本研究で使用したMHPSSの活動コードとサブコード
活動コード 活動内容 サブコード

活動1 コミュニティ全体への情報
普及

1.1.　 現状，救援活動，利用できるサービス全体に関する情報
1.2.　 精神保健・心理社会的支援に対する意識向上（前向きな

対処や利用できる精神保健サービス・心理社会的支援に
関するメッセージなど）

1.3.　 その他

活動2

コミュニティの動員，コ
ミュニティの組織，コミュ
ニティの所有権，緊急支援
全般に対するコミュニティ
のコントロールに資する条
件の円滑化

2.1.　 コミュニティによって開始されるソーシャルサポート
活動の支援

2.2.　 緊急事態に対応するためのコミュニティの構成員によ
るアクションについての討議，問題解決，計画を行うた
めの協働空間 /会議に関する支援

2.3.　 その他

活動3 コミュニティと家族の支援
の強化

3.1.　 コミュニティによって開始されるソーシャルサポート
活動の支援

3.2.　 育児支援・家庭支援の強化
3.3.　 脆弱な人々に対するコミュニティ支援の円滑化
3.4.　 構造化された社会的活動（グループ活動など）
3.5.　  構造化された娯楽活動や創造的な活動（4.1.の子どもに

配慮した空間での活動は含まない）
3.6.　 幼児期発達支援活動
3.7.　 共同体の治療行為を含む伝統的，宗教的，宗教的支援状

況の円滑化
3.8.　 その他

活動4 安全なスペース 4.1.　 子どもに配慮した空間
4.2.　 その他

活動5 教育における心理社会的支
援

5.1.　 学校 /学習の場における教師 /その他の人材に対する心
理社会的支援

5.2.　 学校 /学習の場における子どものクラス /グループへの
心理社会的支援

5.3.　 その他

活動6

保護，保健サービス，栄養，
食糧援助，避難所，仮設設
置計画，水および衛生にお
ける社会的 /心理社会的検
討などの支援

6.1.　 プログラムの実施時の社会的 /心理社会的検討を含める
ことに関する支援ワーカー /機関のオリエンテーション
またはアドボカシー

6.2.　 その他

活動7 （個人に焦点をあてた）心理
社会的な仕事

7.1.　 心理的応急処置（PFA）
7.2.　 脆弱な個人/家族を資源（例えば保健サービス，生活援助，

コミュニティ資源など）に結びつけ，支援が提供されて
いるかどうかを把握する

7.3.　 その他

活動8 心理的介入（例：カウンセ
リング，心理療法）

8.1.　 個人向け基本的カウンセリング
8.2.　 グループ・家族向け基本カウンセリング
8.3.　 アルコール /物質使用問題への介入
8.4.　 心理療法
8.5.　 個人・グループ心理学的報告会
8.6.　 その他
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活動コード 活動内容 サブコード

活動9
専門家でない医療従事者
（PHC，術後病棟など）によ
る精神障害の臨床管理

9.1.　 非専門的医療機関による精神障害の非薬理学的管理
9.2.　 専門家ではない医療従事者による精神障害の薬理学的

管理
9.3.　 コミュニティ・ワーカーが精神障害のある人を特定して

紹介し，フォローアップを実施し，臨床的な治療の遵守
を確認する行動

9.4.　 その他

活動10

専門精神医療提供者（PHC/
一般保健ケア施設精神科
医，精神科看護師，心理学
者など）による精神障害の
臨床管理

10.1.　 専門の精神保健ケア提供者による精神障害の非薬理学
的管理

10.3.　 専門医療による精神障害の薬理学的管理
10.4.　 入院患者の精神保健ケア
10.5.　 その他

活動11 全般的なMHPSS

11.1.　 状況分析 /アセスメント
11.2.　 モニタリング /アセスメント
11.3.　 研修 /オリエンテーション
11.4.　 技術的または臨床的スーパービジョン
11.5.　 援助ワーカーの心理社会的支援
11.6.　 研究
11.7.　 その他

（IASC Reference Group for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings，2012） 
（発刊準備中）

平成30年度 厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野））
「災害派遣精神医療チーム（DPAT）の機能強化に関する研究」丸山嘉一 分担研究
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支援対象，（7）受益者数，（8）継続 /終了，（9）活動期間，（10）支援従事者数および支援者の職業，
（11）活動場所，（12）情報源
　次に，抽出した情報を整理するため，子ども支援に関わる国内外の災害支援活動の実践経験
を持つ” Child protection mental health psychosocial support” の担当者と臨床心理学を専門とする
教員，臨床心理学専攻の大学院生1名が，表1に示した活動コードを用いて，活動内容をコーディ
ングした。
　最後に，4Wsツールのマニュアルに記載されている分類方法をもとに，熊本地震で行われた
MHPSS活動を IASCの「災害・紛争時等における精神保健・心理社会的支援の介入ピラミッド図」
にあてはめた。

3　結果
3.1　MHPSS活動を実施した団体および機関（Who）
　34の団体が活動を行なっていた。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン等の国際NGOによる支
援活動が13件（38％），国内の団体による支援活動は16件（47％），DPATのような政府により
組織されている団体の支援活動は5件（15％）であった。国内の団体による支援活動のうち，臨
床心理士会のような職能団体による支援活動は12件（35％），学会による活動は2件（6％），医
療法人による活動も2件（6％），その他（異なる職種の専門家等により組織された会議体）によ
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る活動が1件（3％）であった。

3.2　MHPSSの活動場所（Where）
　避難所での活動が最も多く，件数は30件（61％）であった。次に多いのは仮設住宅での活動で，
6件（13％）の活動が行われていた。次いで，保健所と病院での活動はそれぞれ3件（6％）で，老
人保健施設のような福祉施設での活動が2件（4％），その他の活動場所は5件（2％）あった。なお，
その他の活動場所には，活動件数が1件であった場所が該当し，それには学校や公民館，仮設診
療所が含まれる。

3.3　MHPSSの活動内容（What）
　IASCの活動コード（表1）をもとに，熊本地震のMHPSS活動内容を整理した結果，活動6（保護，
保健サービス，栄養，食事援助，避難所，仮設設置計画，水および衛生における社会的 /心理社
会的検討などの支援）の件数が最も多く，20件であった。次に多いのが，活動2（コミュニティ
の動員，コミュニティの組織，コミュニティの所有権，緊急支援全般に対するコミュニティの
コントロールに資する条件の円滑化）と活動7（個人に焦点をあてた心理社会的な仕事）で，そ
れぞれ10件ずつ実施されていた。次いで，活動10（専門精神医療提供者による精神障害の臨床
管理）は9件，活動3（コミュニティと家族の支援の強化）は8件であった。一方で，活動1（コミュ
ニティ全体への情報の普及），活動4（安全なスペース），活動5（教育における心理社会的支援），
活動11（全般的なMHPSS）は2件ずつで，活動8（心理的介入）と活動9（専門家でない医療従事
者による精神障害の臨床管理）は0件であった。
　次に，IASCが示す11のクラスター（保護，食料確保，通信，早期復旧，教育，水と衛生，ロジ
スティック，栄養，避難所，仮設住宅運営，保健）で活動内容の分類を行った。このクラスターは，
支援が不足している領域を補完するために設けられた各領域の連携と調整を効率的に実施する
ための仕組み（クラスターアプローチ）である（IASC，2007）。分類した結果，「保健」に分類さ
れる活動が最も多く，24件（44％）であった。次いで，「ロジスティック」が７件（13％），「避難
所」が6件（11％），「食料確保」が5件（9％），「保護」が4件（7％），「仮設住宅運営」が3件（5％），
「通信」と「栄養」がそれぞれ2件（4％），「教育」と「水と衛生」がそれぞれ1件（2％），早期復旧
は0件であった。 

3.4　 危機状況における精神保健・心理社会的支援に関するIASCガイドライン」の介入ピラ
ミッド

　IASCが作成したMHPSSの介入ピラミッドにあてはめた結果，レベル1（基本的サービスおよ
び安全）の活動が38件（66%）であり，全体の半数以上を占めていた（図1）。次に多いのがレベ
ル4（専門的サービス）の9件で，全体の16％であった。次いで，レベル3（特化した非専門的サー
ビス）は6件（10%），レベル2（コミュニティおよび家庭の支援）は5件（9％）であった。
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3.5　活動時期別の支援内容（When）
　支援内容を活動時期別に整理した結果，活動1（コミュニティ全体への情報の普及）と活動11
（全般的なMHPSS）は，地震発生直後から1カ月が経過した時点まで実施されていた（図2）。活
動2（コミュニティの動員，コミュニティの組織，コミュニティの所有権，緊急支援全般に対す
るコミュニティのコントロールに資する条件の円滑化）は，地震発生から6カ月から撤退がは
じまり，地震発生から9カ月が経過した時期までにすべての活動を終了していた。活動3（コミュ
ニティと家族の支援の強化）と活動4（安全なスペース），活動5（教育における心理社会的支援），
活動7（個人に焦点を当てた心理社会的な仕事），活動10（専門精神医療提供者（PHC/一般保健
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ケア施設精神科医，精神科看護師，心理学者など）による精神障害の臨床管理）は，地震発生直
後から3カ月の時点まで活動が行われ，6カ月の時点ですべての活動を終了していた。活動6（保
護，保健サービス，栄養，食事援助，避難所，仮設設置計画，水および衛生における社会的 /心理
社会的検討などの支援）は地震発生直後から最も多く実施されていたことが示され，災害発生
から1年以上たった時点でも継続して行なわれていた。

3.6　支援活動の概観
　以上で示された結果について，以下の3つの観点から整理を行った。

3.6.1　活動団体および機関（Who）×活動時期（When）
　「団体および機関（Who）×活動時期（When）」の分析を行なった結果，地震発生直後には，国
際NGO団体による活動が14件（32％），政府関係の団体による活動が13件（30％），職能団体に
よる活動が11件（26％），学会による活動が3件（7％），医療法人とその他の団体による活動が1
件（2％）行われていたことが示された。地震発生から1カ月後の時点では，国際NGO団体によ
る活動が15件（39％），職能団体による活動が10件（26％），政府関係の団体による活動が9件
（24％），その他の団体によるが2件（5％）学会と医療法人による活動が1件（3％）ずつ行われ
ていた。地震発生から3カ月が経過した時点においては，国際NGO団体による活動が11件
（58％），職能団体による活動が6件（32％），医療法人と政府関係の団体による活動はそれぞれ
1件（5％）であった。地震発生から6カ月以降は，国際NGO団体による活動のみが残り，6カ月
の時点で6件，9カ月の時点で2件，1年が経過した時点では3件，それ以降も3件の活動が継続
していた。
　このことから，国際NGOは地震発生直後から長期的に活動を実施していたのに対し，職能団
体や学会，医療法人，政府関係の団体は3カ月が経過した時点から活動を終え，6カ月の時点で
は国際NGO以外の全団体が活動を終了していたことが示された。

3.6.2　活動団体および機関（Who）×活動内容（What）
　「団体および機関（Who）×活動内容（What）」の分析を行なった結果，活動1（コミュニティ
全体への情報の普及）に関する活動は，政府関係の団体によるものが2件（100％）であった。活
動2（コミュニティの動員，コミュニティの組織，コミュニティの所有権，緊急支援全般に対す
るコミュニティのコントロールに資する条件の円滑化）については，国際NGOによる活動が6
件（55％），政府関係の団体や機関による活動が3件（27％），職能団体による活動が1件（9％），
その他による活動が1件（9％）行われていた。活動3（コミュニティと家族の支援の強化）は，
職能団体による活動が4件（50％），国際NGOよる活動が3件（38％），学会による活動が1件
（13％）であった。活動4（安全なスペース）の場合は，国際NGOによる活動が2件（100％）であっ
た。活動5（教育における心理社会的支援）については，職能団体と政府関係の団体による活動
がそれぞれ1件（50％）であった。活動6（保護，保健サービス，栄養，食事援助，避難所，仮設設
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置計画，水および衛生における社会的 /心理社会的検討などの支援）は，国際NGOによる活動
が14件（70％），職能団体による活動が4件（20％），学会による活動2件（10％）であった。活動
7（個人に焦点をあてた心理社会的な仕事）については，職能団体による活動が5件（50％），政
府関係の団体による活動が4件（40％），国際NGOによる活動が1件（10％）であった。活動10（専
門精神医療提供者による精神障害の臨床管理）は，政府関係の団体による活動が6件（67％），
国際NGOと学会，医療法人による活動がそれぞれ1件（11％）であった。活動11（全般的な
MHPSS）の場合は，政府関係による活動が2件（100％）であった。
　このことから，団体および機関によって実施している支援内容には特徴があり，例えば，活
動6に関する支援の大部分は国際NGOが担っているのに対して，活動10のような専門的なサー
ビスについては，政府関係の団体による活動が多いことが示された。

3.6.3　 活動団体および機関（Who）×活動場所（Where）
　「団体および機関（Who）×活動場所（Where）」の分析を行なった結果，避難所では，国際
NGOが15件（47％），職能団体が11件（34％），学会と政府関係の団体，その他による活動がそ
れぞれ2件（6％）行われていた。仮設住宅では，国際NGOが5件（71％），政府関係とその他が
それぞれ1件（14％）の活動を行なっていた。保健所の活動は，国際NGO，職能団体，政府関係
の団体による活動がそれぞれ1件（33％）であった。病院は，国際NGOと職能団体，学会による
活動がそれぞれ1件（33%）ずつ行われていた。福祉施設での活動は，職能団体による活動が2
件（100％）であった。その他の活動場所では，職能団体による学校での支援活動が1件（33％），
国際NGOによる仮設診療所や公民館，臨時に設置されたボランティアセンターや区のサテラ
イトでの活動が各1件（33％）であった。
　このことから，避難所で行われていた活動の約半数は，国際NGOにより実施されていたこと
がわかった。しかしながら，今回の結果からは活動場所別で大きな特徴があるとは言えない。

4　考察
　本研究は，熊本地震におけるMHPSS活動を IASCが作成した4Wsツールをもとに整理するこ
とで，今後の災害支援活動における役割分担や連携の円滑化を促すための一助となることを目
的とした。したがって，本稿では支援活動の評価は実施していない。
　以下に，熊本地震におけるMHPSS活動を整理した結果から明らかとなった諸点と結果の活
用方法，今後の課題および展望について述べる。

4.1　熊本地震におけるMHPSS活動の特徴点
4.1.1　活動コード別にみた支援の特徴
　熊本地震のMHPSS活動を IASCの活動コードで分類した結果，活動6（保護，保健サービス，
栄養，食事援助，避難所，仮設設置計画，水および衛生における社会的 /心理社会的検討などの
支援）は他の活動よりも件数が多く，さらに，地震発生直後から長期的に継続されていた。活動
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6は，IASCのピラミッド図における「レベル1」に該当する。すなわち，「基本的サービスおよ
び安全」に関する支援活動が，最も実施されていたことが示された。
　「基本的ニーズおよび安全」はMHPSSの基盤をなし，緊急時・災害時に最も多くの人々のニー
ズがある階層である。本研究の結果は IASCの知見と一致していた。

4.1.2　活動時期からみた支援の特徴
　活動時期別で整理をした結果，地震発生から6カ月が経過した後から，「基本的サービスおよ
び安全」以外の支援を行なっている団体は撤退をはじめ，9カ月の時点では活動を終了してい
た。
　MHPSSは災害発生直後から中長期的活動までが必要であることが知られており，MHPSS活
動の基本は，地域に支援活動を引き継ぐことである。今回の結果から，地震発生から6カ月が経
過した頃から，被災地域内のMHPSS，とりわけ専門的なサービス等を担う団体および機関の支
援サービスが復旧されはじめたことが推測される。
　しかしながら，本研究では被災地域内の団体および機関により行われている支援の状況が明
らかになっていない。今後，現地のMHPSSを担う団体や機関に対して聞き取り等を実施する必
要がある。

4.1.3　団体および機関からみた活動時期の特徴
　「団体および機関（Who）×活動時期（When）」の分析を行なった結果，国際NGOによる活動
は長期的に行われていたのに対して，その他の団体による活動は3カ月の時点から終了し始め，
9カ月の時点では全ての活動を終了していた。これは団体および機関の性質の違いが影響した
結果だと考えられる。国際NGOの多くは，有事の際の支援活動が組織の業務内容の一つである
のに対して，その他の職能団体や学会等は，通常の業務には位置付けられていない。したがって，
国際NGO以外の団体の支援従事者は，有事の対応のために緊急招集されており，長期間の被災
地域における活動は現実的に困難である。このような理由から，活動時期は団体および機関の
性質からの影響を受けやすいと考えられる。

4.1.4　団体および機関からみた支援の特徴
　「団体および機関（Who）×活動場所（What）」の分析を行なった結果，団体および機関によっ
て実施している支援内容には特徴があることが示された。例えば，活動6に関する支援の大部
分は国際NGOが担っているのに対して，活動10のような専門的なサービスについては，政府
関係の団体による活動が多い。これは，団体および機関の職種の違いが影響した結果だと考え
られる。例えば，DPATは精神保健医療の専門家により構成されている。したがって，本研究の
結果においても，DPATはレベル4の「専門的サービス」を担う割合が多いことが示された。
　しかしながら，本研究ではすべての団体および機関に属する支援従事者に関する詳細が明ら
かになっていない。今後，各団体および機関に対して支援従事者に関する情報の聞き取りを行
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い，団体や機関の特徴をより具体的にする必要がある。

4.2　4Wsツールを用いたマッピングの活用方法
　4Wsツールを用いてMHPSS活動を整理することで，誰がどこで何をしているのかという時
期別の概観が示された。今回示されたマッピングは，今後，各団体や機関がMHPSS活動計画を
行う際の参考資料として用いられることが期待される。
　前述の通り，4WsツールはMHPSS活動を実施する関係者，そしてその活動を調整する役割
を担う立場にいる団体や機関に活用されることを想定し，作成されたものである。実際に現地
で活動を行う団体や機関はそれぞれの活動指針を持って支援にあたるが，この4Wsツールの目
的は，団体同士の連携や協働が円滑に行われることである。そのため，マッピングの終了後は，
支援団体や機関に対して報告を行い，情報が共有されることが望ましい。例えば，オンライン
上で報告書を公開し，誰でも閲覧可能にすることが考えられる。そうすることで，各団体や機
関の指揮者は支援の隙間を把握することが可能となり，どの団体や機関と連携をとるべきなの
か，どのような支援を提供すべきなのかについて，実際の状況に合わせた検討を行うことがで
きる。
　4Wsツールのマニュアルについては，前述の通り，日本語に翻訳中である。また，正確な情報
を収集するためには支援団体や機関の協力が不可欠であるため，この4Wsツールを用いたマッ
ピングの重要性が支援団体や機関で共通に認識される必要があるだろう。なお，活動のマッピ
ングに必要な情報収集項目は，エクセル形式のワークシートとしてインターネット上で公開さ
れており，誰でも自由に利用可能となっている。

4.3　課題と今後の展望
　本研究は，実災害におけるMHPSS活動について IASCの4Wsツールを用いた経済先進国の最
初の例である。しかしながら今回は，活動が公開されている学術論文および活動報告のみを扱っ
ており，熊本地震のMHPSS活動の全てを網羅しているわけではない。とくに，中長期の支援お
よび保健医療領域以外の支援について十分に調べられていないことは課題であり，実際には，
本研究で対象とした活動よりも多くの支援が実施されていたことが予想される。例えば，今回
扱った学術論文および活動報告は，医療や保健分野が中心であったため，教育分野のような異
なる領域での活動を報告した学術論文が抽出されず，活動5（教育における心理社会的支援）に
関する取り組みは2件のみという結果が示された。しかしながら，実際には熊本県や熊本市の
教育委員会からの援助要請に応じる形で，各都道府県の臨床心理士会からスクールカウンセ
ラーとして被災地の小・中学校に緊急スクールカウンセラーが派遣されている。今後は，クラ
スターアプローチの観点から支援の実態を明らかにする必要がある。 

　以上のように，本研究の結果で示されたマッピングには情報収集に関する課題が残されてい
る。今後，不足している情報を補うため，現地での調査や被災地域のMHPSSを担う団体や機関
を対象とした聞き取り等を実施し，情報の追加が行われた上で，更新されていくことを期待し
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たい。
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